
参加条件：

・ おおむね３０歳未満

・ 日本国内の日本人大学生・大学院生及び海外からの留学生

・ 英語による意思疎通が可能な方 ＊研修で使用する言語：英語

・ 全日程に参加可能な方

第２回

ユース国際研修

令和 年 月 日 ～ 月 日

10:00 AM ~ 5:00 PM (日本時間)

来場及びオンラインのハイブリッド開催
会場：国連アジア極東犯罪防止研修所

オンライン : Zoom 

内容：

日本で、また世界中で児童虐待が繰り返されています。児童虐待の悲劇をなくし、全て

の子どもの未来を守るために私たちや社会は何をなすべきなのか、ユースの皆さんと共に

学び、真剣に議論をします。

・ 海外・国内専門家による講義やパネルディスカッション

・ グループワーク

・ 東京西法務少年支援センター（少年鑑別所）施設見学【来場参加者のみ】

・ 国連関連機関である当所より修了証を発行
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申込締切り:
令和4年6月26日

月 金8 5



連絡先・所在地：

国連アジア極東犯罪防止研修所 研修第一担当
〒196-8570 東京都昭島市もくせいの杜 2-1-18
TEL:   042-500-5183 (受付時間：平日9:30 - 18:15)

FAX:   042-500-5195
E-MAIL:   event.unafei@i.moj.go.jp

WEBSITE: https://www.unafei.or.jp/

アクセス : 
JR青梅線東中神駅北口から徒歩15分

 申込締切日：令和４年６月２６日（日）２４時００分（日本時間）

 右のQRコードからお申込みください。併せて、学生証の写しをメールにて

event.unafei@i.moj.go.jp 宛てに御送付ください。

 当所において、応募理由、英語力などを踏まえた選考を行い、７月初旬に結果を御連絡

します。

 来場参加者は、原則として徒歩又は公共交通機関を御利用ください。また、交通費及び

宿泊費は各自で御負担願います。昼食も各自で御用意ください。

• 国連アジア極東犯罪防止研修所（略称「アジ研」）は、国連と日本国政府との協定により、 1962年に

設置された国連の地域研修所です。ウィーンの国連薬物・犯罪事務所（UNODC）を中核とする国連の

犯罪防止・刑事司法プログラム・ネットワーク機関（略称「PNI」）の一つとして、法務省が運営して

います。毎年、開発途上国の刑事司法実務家に対する国際研修等を実施し、これまで142 の国・地域

から約 6,200 人以上の刑事司法実務家を受け入れてきました。

• 第13回国連犯罪防止刑事司法会議（2015年ドーハコングレス）及び第14回国連犯罪防止刑事司法会議

（2021年京都コングレス）の各会議に先立ち開催されたユースフォーラムを経て、犯罪防止・刑事司

法分野において、SDGsの達成に向け、社会を変える存在となる若者の皆さんへの注目が国際的に高

まっています。こうした中、アジ研は、昨年から若者を対象とした新たな国際研修を立ち上げ、研修に

参加した若者の皆さんによる白熱した議論が行われました。第２回目となるユース国際研修にぜひ御参

加ください！

国連アジア極東犯罪防止研修所
UNITED NATIONS ASIA AND FAR EAST INSTITUTE FOR THE PREVENTION OF CRIME AND THE TREATMENT OF OFFENDERS

第１回ユース国際研修の様子 (左: 参加者による発表／右: グループディスカッション)

またはこちらをクリック

申込み
フォーム

https://forms.gle/SGyuXFe24V3np9hq8

